参考様式１（規則第３条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    番　　　号　

                                                                       年　月　日　

　宮崎県知事　　殿

                                                  　　市町村長　　　氏　名     
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　又は住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業主体の長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　又は代表者職氏名               
補助金等交付申請書

　宮崎県農業経営支援事業費補助金交付要綱に基づく、○○年度宮崎県農業経営支援事業費補助金（外国人材育成体制構築事業）については、○○円を交付されるよう補助金等の交付に関する規則（昭和39年宮崎県規則第49号）第３条の規定により、関係書類を添えて申請する。

１　添付書類

　(1)　事業計画書

　(2)　収支予算書

　(3)　納税証明書（県税に未納がないことの証明）

  (4)　個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書（法人の場合）

  (5)　○　　○

２　本件担当者氏名等

　　担当者氏名
　　電話番号
　　電子メール

参考様式２

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　号

                                                                    年　月　日

　宮崎県知事　　殿

                                                  　　市町村長　　　氏　名     
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　又は住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業主体の長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　又は代表者職氏名               
○○年度補助事業実績報告書

　○○年○○月○○日付け（文書番号）で交付決定のあった（外国人材育成体制構築事業）については、補助金等の交付に関する規則（昭和39年宮崎県規則第49号）第14条の規定により、その実績を関係書類を添えて報告する。

添付書類

　１　事業実績書

　２　収支精算書

　３　○　　○

別記

様式第１号（第６条、第12条関係）

事業計画（実績）書

１　事業の目的（成果）

２　事業の内容

	事業実施

主 体 名


	区　　分


	事　業　概　要


	事業費


	負　担　区　分
	備　考



	
	
	
	
	補助金
	市町村費
	その他
	

	
	
	
	円


	円


	円


	円


	

	合　　　計
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（注）１　「事業費」「負担区分」の欄について、補助率が複数ある場合は、補助率ごとに区分して記入し、補助率を備考欄に記入すること。
      ２　備考欄には、事業ごと、仕入れに係る消費税等相当額について、これを減額した場合には「除税額○○円　うち県費○○円」を、　　　　同税額がない場合には「該当なし」と、同税額が明らかでない場合には「含税額」とそれぞれ記入するとともに、同税額を減額した　　　　場合には合計の備考欄に合計額（「除税額○○円　うち県費○○円」）を記入すること。
　　　３　その他参考となる事項を備考欄に記入すること。
３　経費の配分及び負担区分

	区　　　分


	総事業費

(A)+(B)+(C)
	事業に要する経費

（又は要した経費）

(A)+(B)
	負　担　区　分
	備　考



	
	
	
	県補助金

(A)
	市町村費

(B)
	その他

(C)
	

	
	円
	円
	円
	円
	円
	

	合　　　計
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


４　事業完了予定（又は完了）年月日　　　　　　　年　　　月　　　日

様式第２号（第６条、第12条関係）

収支予算（精算）書

１　収入の部

	区　　分


	本年度予算額

（本年度精算額）


	前年度予算額

（本年度予算額）


	比較増減


	摘要



	補 助 金

市町村費

そ の 他
	円


	円


	        円


	

	合　　計


	
	
	
	


２　支出の部

	区　　分


	本年度予算額

（本年度精算額）


	　前年度予算額

（本年度予算額）


	比較増減


	摘要



	○○○○事業


	円


	円


	円


	

	合　　計


	
	
	
	


  ※精算額の明細がわかる資料を添付すること。

